
インタフェース仕様書市町村編修正履歴 

 

（内容現在 平成３０年３月９日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１ ８３－１ 

ページ番号 ８３－１ 

・介護保険給付対象者有無は「2:

有り」を設定する。 
１ ８３－１ 

ページ番号 ８３－１ 

・障害福祉サービス等の支給決定

を受けている受給者の場合、当該

者の受給者証番号で異動区分が

「2:変更」の受給者情報（基本情

報）を作成する。 

１ 

２ ８３－３ 

ページ番号 ８３－３ 

＜異動区分が「終了」の異動情報

の提出について＞ 

・基本情報が「終了」となる異動年

月日の年度のモニタリング情報

は、異動区分「終了」の提出を必

須とする。 

１ ８３－３ 

ページ番号 ８３－３ 

＜異動区分が「終了」の異動情報

の提出について＞ 

・基本情報が「終了」となる異動年

月日の年度のモニタリング情報

は、異動区分「終了」の提出を必

須とする。（ただし、「（８）同一年度

内の転出等により「終了」、再転入

等により同一受給者証番号で再

取得する場合」は除く。） 

１ 

３  

 

 １０２ 

ページ番号 １０２ 

（１）一次審査内容 

③支給量審査の主なチェック 

請求明細書と実績記録票の整合

性チェック 

同一日・同一利用時間帯の重複

サービス利用チェック 

を追加 

１ 

４  

 

 
１１２ 

１１２－１ 

ページ番号 １１２，１１２－１ 

項番８ 

一次審査済計画相談支援給付費

請求書情報 サービス情報レコー

ド（複数レコード） 

項番１０ 

一次審査済特例計画相談支援給

付費請求書情報 サービス情報レ

コード（複数レコード） 

を追加 

２ 

５  

 

 １１３ 

ページ番号 １１３ 

項番８ 

一次審査済計画相談支援給付費

請求書情報 サービス情報レコー

ド 

項番１０ 

一次審査済特例計画相談支援給

付費請求書情報 サービス情報レ

コード 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

６ １２３ 

ページ番号 １２３ 

項番１２の内容 

サービスコードを設定 

項番１２の備考 

※Ｃ 

 

項番１３の内容 

単位数を設定 

項番１４の内容 

明細 1 行ごとの請求額を設定 

（小数点以下切捨て） 

１ １２３ 

ページ番号 １２３ 

項番１２の内容 

「520000」を設定 

項番１２の備考 

※Ｃ 

※３ 

項番１３の内容 

利用者ごとの単位数を設定 

項番１４の内容 

利用者ごとの請求額を設定 

（小数点以下切捨て） 

１ 

７  

 

 １２４ 

ページ番号 １２４ 

※３：サービス提供年月が平成 30

年 3 月以前の場合、サービスコー

ドを設定する。 

を追加 

１ 

８  

 

 １２４－１ 

ページ番号 １２４－１ 

⑦ 一次審査済計画相談支援給

付費請求書／一次審査済特例計

画相談支援給付費請求書情報 

サービス情報レコード（複数レコー

ド） 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９ １２６ 

ページ番号 １２６ 

項番２１の内容 

居宅介護（通院介護（伴う））、同

行援護（伴う）において、初任者研

修課程修了者等による実績時間

数（時間）を整数部3桁＋小数部2

桁で設定。例：99.5 時間→09950

（または 9950） 

 

 

 

 

項番２５の内容 

居宅介護（家事援助）において、

初任者研修課程修了者等による

実績時間数（時間）を整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.25 時

間→09925（または 9925） 

 

 

 

 

 

項番２６の内容 

居宅介護（家事援助）において、

基礎研修課程修了者等、または

重度訪問介護研修修了者による

実績時間数（時間）を整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.25 時

間→09925（または 9925） 

 

 

 

 

 

 

項番２７の内容 

居宅介護（家事援助）において、

算定時間数（時間）の合計を整数

部 3 桁＋小数部 2 桁で設定。例：

99.25 時間→09925（または 9925） 

 

項番２８の内容 

居宅介護（通院介護（伴ず））、同

行援護（伴ず）において、初任者

研修課程修了者等による実績時

間数（時間）を整数部 3 桁＋小数

部 2 桁で設定。例：99.5 時間→

09950（または 9950） 

 

１ １２６ 

ページ番号 １２６ 

項番２１の内容 

居宅介護（通院介護（伴う））にお

いて、初任者研修課程修了者等

の実績時間数を設定。 

同行援護（伴う）において、初任者

研修課程修了者等、または初任

者研修課程修了者等（通訳）の実

績時間数を設定。 

実績時間数（時間）は整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.5 時

間→09950（または 9950） 

項番２５の内容 

居宅介護（家事援助）において、

初任者研修課程修了者等の実績

時間数を設定。 

同行援護において、初任者研修

課程修了者等、または初任者研

修課程修了者等（通訳）の実績時

間数を設定。 

実績時間数（時間）は整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.25 時

間→09925（または 9925） 

項番２６の内容 

居宅介護（家事援助）において、

基礎研修課程修了等、または重

度訪問介護研修修了者の実績時

間数を設定。 

同行援護において、基礎研修課

程修了者等、基礎研修課程修了

者等（通訳）、または盲ろう者向け

の通訳・介助員の実績時間数を

設定。 

実績時間数（時間）は整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.25 時

間→09925（または 9925） 

項番２７の内容 

居宅介護（家事援助）、同行援護

において、算定時間数（時間）の

合計を整数部3桁＋小数部2桁で

設定。例：99.25 時間→09925（ま

たは 9925） 

項番２８の内容 

居宅介護（通院介護（伴ず））にお

いて、初任者研修課程修了者等

の実績時間数を設定。 

同行援護（伴ず）において、初任

者研修課程修了者等、または初

任者研修課程修了者等（通訳）の

実績時間数を設定。 

実績時間数（時間）は整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.5 時

間→09950（または 9950） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１０ １２６ 

ページ番号 １２６ 

項番２９ 

居宅介護（通院介護（伴ず））、同

行援護（伴ず）において、基礎研

修課程修了者等、または重度訪

問介護研修修了者による実績時

間数（時間）を整数部 3 桁＋小数

部 2 桁で設定。例：99.5 時間→

09950（または 9950） 

１ １２６ 

ページ番号 １２６ 

項番２９ 

居宅介護（通院介護（伴ず））にお

いて、基礎研修課程修了者等、ま

たは重度訪問介護研修者の実績

時間数を設定。 

同行援護（伴ず）において、基礎

研修課程修了者等、基礎研修課

程修了者（通訳）、または盲ろう者

向け通訳・介助員の実績時間数

を設定。 

実績時間数（時間）は整数部 3 桁

＋小数部 2 桁で設定。例：99.5 時

間→09950（または 9950） 

１ 

１１ １２９－１ 

ページ番号 １２９－１ 

項番１１８の内容 

医療連携体制加算の回数の合計

を設定 

項番１２３の項目名 

提供実績の合計２・同行支援加算

（回）（仮） 

項番１２３の内容 

同行支援加算（仮）の回数の合計

を設定 

項番１２４の項目名 

提供実績の合計２・遠地訪問支援

加算（回）（仮） 

項番１２４の内容 

遠地訪問支援加算（仮）の回数の

合計を設定 

１ １２９－１ 

ページ番号 １２９－１ 

項番１１８の内容 

医療連携体制加算の算定回数の

合計を設定 

項番１２３の項目名 

提供実績の合計２・同行支援（回） 

 

項番１２３の内容 

自立生活援助において、同行支

援加算の回数の合計を設定 

項番１２４の項目名 

提供実績の合計２・特別地域加算

（回） 

項番１２４の内容 

特別地域加算の回数の合計を設

定 

１ 

１２  

 

 １２９－１ 

ページ番号 １２９－１ 

項番１２５ 

提供実績の合計２・低所得者利用

加算（回） 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１３  

 

 
１２９－２ 

１２９－３ 

ページ番号 １２９－２、１２９－３ 

項番１２６ 

提供実績の合計２・体験利用支援

加算（回） 

項番１２７ 

提供実績の合計２・定員超過特例

加算（回） 

項番１２８ 

提供実績の合計２・通勤訓練加算

（回） 

項番１２９ 

提供実績の合計２・地域移行加算

(回) 

項番１３０ 

提供実績の合計２・体験宿泊支援

加算(回) 

項番１３１ 

提供実績の合計２・住居外利用

（日） 

項番１３２ 

合計１・内訳 生活援助 

項番１３３ 

合計２・内訳 ９０％ 

項番１３４ 

合計２・内訳 生活援助 

項番１３５ 

合計３・内訳 生活援助 

項番１３６ 

合計４・内訳 生活援助 

項番１３７ 

合計５・内訳 生活援助 

項番１３８ 

重度包括・共同生活援助合計単

位数 

項番１３９ 

重度包括・短期入所合計単位数 

項番１４０ 

重度包括・その他サービス合計単

位数 

項番１４１ 

保育・教育等移行支援加算・移行

日（年月日） 

項番１４２ 

保育・教育等移行支援加算・移行

後算定日（年月日） 

項番１４３ 

通所施設移行支援加算・移行日

（年月日） 

を追加 

１ 

１４ １２９－１ 

ページ番号 １２９－１ 

項番１２５の項目名 

通所施設移行支援加算（仮）・算

定日（年月日）（仮） 

１ １２９－３ 

ページ番号 １２９－３ 

項番１４４の項目名 

通所施設移行支援加算・算定日

（年月日） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１５ １２９－３ 

ページ番号 １２９－３ 

項番１３の内容 

居宅介護（11:初任者等 12:基礎

等 13:重訪） 

同行援護（11:初任者等 12:基礎

等） 

行動援護（21:初任者等 22:減算） 

 

 

項番１３の備考 

※７ 

※１０ 

※１９ 

１ １２９－５ 

ページ番号 １２９－５ 

項番１３の内容 

居宅介護（11:初任者等 12:基礎

等 13:重訪） 

同行援護（11:初任者等 12:基礎

等 15:初任者等（通訳）） 16:基礎

等（通訳） 17:通訳） 

行動援護（21:初任者等 22:減算） 

 

項番１３の備考 

※７ 

※１０ 

※１９ 

※２０ 

１ 

１６ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番３２の内容 

地域移行加算を行った場合、1 を

設定 
１ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番３２の内容 

入所中において、地域移行加算を

算定する場合、1 を設定 

 

項番３２の備考 

※２３ 

を追加 

１ 

１７  

 

 １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番３５の備考 

※２１ 

を追加 

１ 

１８ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番４３の内容 

自立生活支援加算を算定する場

合、1 を設定する 
１ １３０ 

ページ番号 １３０ 

項番４３の内容 

入居中において、自立生活支援を

算定する場合、1 を設定 

 

項番４３の備考 

※２４ 

を追加 

１ 

１９ １３１ 

ページ番号 １３１ 

項番４６の内容 

短期入所において、算定対象日

に 1 を設定 

地域移行支援において、本体報

酬及び集中支援加算の対象とな

る支援を実施した日に 1 を設定 

自立生活援助、就労定着支援に

おいて、本体報酬の対象となる支

援を実施した日に 1 を設定 

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

項番４６の内容 

短期入所において、算定対象日

に 1 を設定 

地域移行支援において、本体報

酬及び集中支援加算の対象とな

る支援を実施した日に 1 を設定 

自立生活援助において、居宅へ

の訪問による支援を実施した日に

1 を設定 

就労定着支援において、本体報

酬の対象となる支援を実施した日

に 1 を設定 

１ 

２０  

 

 １３１ 

ページ番号 １３１ 

項番５２の備考 

※２２ 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２１ １３１－１ 

ページ番号 １３１－１ 

項番７５の内容 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定す

る 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

１ １３１－２ 

ページ番号 １３１－２ 

項番７５の内容 

短期入所において、以下の内容を

設定。 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定す

る場合、6 を設定 

医療連携体制加算（Ⅶ）を算定す

る場合、7 を設定 

 

重度包括（サービス内容が短期入

所の場合）において、以下の内容

を設定。 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定す

る場合、5 を設定 

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定す

る場合、6 を設定 

 

重度包括（サービス内容が共同生

活援助の場合）、自立訓練（生活

訓練）、宿泊型自立訓練、就労移

行支援、就労継続支援、共同生

活援助において、以下の内容を設

定。 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２２ １３１－１ 

ページ番号 １３１－１ 

項番８１の項目名 

同行支援加算（仮） 

項番８１の内容 

同行支援加算（仮）を算定する場

合、1 を設定 

 

 

 

 

 

項番８２の項目名 

遠地訪問支援加算（仮） 

項番８２の内容 

遠地訪問支援加算（仮）を算定す

る場合、1 を設定 

１ １３１－２ 

ページ番号 １３１－２ 

項番８１の項目名 

同行支援 

項番８１の内容 

重度訪問介護において、熟練ヘ

ルパーが新任ヘルパーに同行し

てサービス提供を行った場合、1

を設定 

自立生活援助において、同行支

援加算の対象となる支援を実施し

た場合、1 を設定 

項番８２の項目名 

特別地域加算 

項番８２の内容 

特別地域加算の対象となる支援

を実施した場合、1 を設定 

１ 

２３  

 

 １３１－３ 

ページ番号 １３１－３ 

項番８３ 

低所得者利用加算 

項番８４ 

体験利用支援加算 

項番８５ 

定員超過特例加算 

項番８６ 

通勤訓練加算 

項番８７ 

体験宿泊支援加算 

項番８８ 

住居外利用 

を追加 

１ 

２４ １３１－２ 

ページ番号 １３１－２ 

※５：居宅介護、同行援護におけ

る「運転時間」、行動援護における

「減算」、施設入所支援、宿泊型

自立訓練における「地域移行加

算」、旧法（入所／通所／通勤寮）

に お け る 「 退 所 時 特 別 支 援 加

算」、共同生活援助における「自

立生活支援加算」、旧法（通所）／

就労継続／就労移行における「施

設外支援」、「移行準備支援体制

加算」に関しては設定項目を設け

ている為、備考欄への設定は必

要ない。 

１ １３１－３ 

ページ番号 １３１－３ 

※５：居宅介護、同行援護におけ

る「運転時間」、行動援護における

「減算」、生活介護、短期入所、施

設入所支援における「重度障害者

支援加算（一定の条件を満たす場

合）」、短期入所における「単独型

加 算 （ 一 定 の 条 件 を 満 た す 場

合）」、施設入所支援、宿泊型自

立 訓 練 に お け る 「 地 域 移 行 加

算」、共同生活援助における「自

立生活支援加算」、旧法（入所／

通所／通勤寮）における「退所時

特別支援加算」、就労移行／就労

継続／旧法（通所）における「施設

外支援」、「移行準備支援体制加

算」に関しては設定項目を設けて

いる為、備考欄への設定は必要

ない。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

２５ １３１－２ 

ページ番号 １３１－２ 

※９：「5:早朝・喀痰吸引等」、「6:喀

痰吸引等」、「7:夜間・喀痰吸引

等」及び「8:深夜・喀痰吸引等」に

ついては、サービス提供年月が平

成 24 年 4 月以降使用する。 

１ １３１－４ 

ページ番号 １３１－４ 

※９：「5:早朝・喀痰吸引等」、「6:喀

痰吸引等」、「7:夜間・喀痰吸引

等」及び「8:深夜・喀痰吸引等」に

ついては、サービス提供年月が平

成 24 年 4 月以降、平成 30 年 3

月以前の場合に使用する。 

１ 

２６  

 

 １３１－５ 

ページ番号 １３１－５ 

※２０、※２１、※２２、※２３、 

※２４ 

を追加 

１ 

２７  

 

 １３４－１ 

ページ番号 １３４－１ 

一次審査済明細書等情報 ファイ

ル構成図 

一次審査済計画相談支援給付費

請求書／一次審査済特例計画相

談支援給付費請求書情報（サー

ビス情報）レコードを追加 

１ 

２８ １３５－１２ 

ページ番号 １３５－１２ 

※２：出力される様式名称は、以

下のとおり。 

様式２：介護給付費・訓練等給付

費等明細書 

様式３：訓練等給付費等明細書

（サービス提供年月が平成 26 年 3

月以前は介護給付費・訓練等給

付費等明細書（GH・CH）） 

様式４：計画相談支援給付費請求

書（サービス提供年月が平成 24

年 3 月以前はサービス利用計画

作成費請求書） 

様式５：地域相談支援給付費明細

書 

様式６：特例介護給付費・特例訓

練等給付費等明細書 

様式１０：特例計画相談支援給付

費請求書 

地域：地域生活支援事業明細書 

１ １３５－１２ 

ページ番号 １３５－１２ 

※２：出力される様式名称は、以

下のとおり。 

様式２：介護給付費・訓練等給付

費等明細書 

様式３：訓練等給付費等明細書

（サービス提供年月が平成 26 年 3

月以前は介護給付費・訓練等給

付費等明細書（GH・CH）） 

計画請求：計画相談支援給付費

請求書（サービス提供年月が平成

24 年 3 月以前はサービス利用計

画作成費請求書） 

地域相談：地域相談支援給付費

明細書 

特例明細：特例介護給付費・特例

訓練等給付費等明細書 

特相請求：特例計画相談支援給

付費請求書 

地域：地域生活支援事業明細書 

１ 

２９ １３５－１９ 

ページ番号 １３５－１９ 

※６：レコード種別名称 請求情報

の場合、「基本」「日数」「明細」「集

計」「契約」「処遇」 

台帳情報の場合、「基本」「サービ

ス」「支給決定」「独自助成」「行政

区」 

１ １３５－１９ 

ページ番号 １３５－１９ 

※６：レコード種別名称 請求情報

の場合、「基本」「日数」「明細」「集

計」「契約」「処遇」「サービス」 

台帳情報の場合、「基本」「サービ

ス」「支給決定」「独自助成」「行政

区」 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３０ １４２ 

ページ番号 １４２ 

※２（１）【様式番号】（上 2 桁） 

10：介護給付費・訓練等給付費等

明細書（様式第二） 

11：訓練等給付費等明細書（様式

第三）（サービス提供年月が平成

26 年 3 月以前は介護給付費・訓

練等 給 付 費等 明 細 書（様 式第

三）） 

12：地域相談支援給付費明細書

（様式第五）（サービス提供年月が

平成 24 年 4 月以降使用） 

20：サービス利用計画作成費請求

書（様式第四）（サービス提供年月

が平成 24 年 3 月まで使用） 

21：計画相談支援給付費請求書

（様式第四）（サービス提供年月が

平成 24 年 4 月以降使用） 

30：特例介護給付費・特例訓練等

給付費等明細書（様式第六） 

31：特例計画相談支援給付費請

求書（様式第十）（サービス提供年

月が平成 24 年 4 月以降使用） 

50：地域生活支援事業明細書 

１ １４２ 

ページ番号 １４２ 

※２（１）【様式番号】（上 2 桁） 

10：介護給付費・訓練等給付費等

明細書（様式第二） 

11：訓練等給付費等明細書（様式

第三）（サービス提供年月が平成

26 年 3 月以前は介護給付費・訓

練等 給 付 費等 明 細 書（様 式第

三）） 

12：地域相談支援給付費明細書 

（サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降使用） 

20：サービス利用計画作成費請求

書（サービス提供年月が平成 24

年 3 月まで使用） 

21：計画相談支援給付費請求書 

（サービス提供年月が平成 24 年 4

月以降使用） 

30：特例介護給付費・特例訓練等

給付費等明細書 

31：特例計画相談支援給付費請

求書（サービス提供年月が平成

24 年 4 月以降使用） 

50：地域生活支援事業明細書 

１ 

３１  

 

 １６２－１０ 

ページ番号 １６２－１０ 

項番７ 

一次審査済障害児相談支援給付

費請求書情報 サービス情報レコ

ード（複数レコード） 

項番９ 

一次審査済特例障害児相談支援

給付費請求書情報 サービス情

報レコード（複数レコード）」 

を追加 

１ 

３２  

 

 １６２－１２ 

ページ番号 １６２－１２ 

項番７ 

一次審査済障害児相談支援給付

費請求書情報 サービス情報レコ

ード 

項番９ 

一次審査済特例障害児相談支援

給付費請求書情報 サービス情

報レコード 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３３ １６２－２５ 

ページ番号 １６２－２５ 

項番１２の内容 

サービスコードを設定 

項番１２の備考 

※C 

 

項番１３の内容 

単位数を設定 

項番１４の内容 

明細１行ごとの請求額を設定（小

数点以下切捨て） 

1 １６２－２６ 

ページ番号 １６２－２６ 

項番１２の内容 

「550000」を設定 

項番１２の備考 

※C 

※３ 

項番１３の内容 

利用者ごとの単位数を設定 

項番１４の内容 

利用者ごとの請求額を設定（小数

点以下切捨て） 

1 

３４  

 

 １６２－２６ 

ページ番号 １６２－２６ 

※３：サービス提供年月が平成 30

年 3 月以前の場合、サービスコー

ドを設定する。 

を追加 

１ 

３５  

 

 １６２－２８ 

ページ番号 １６２－２８ 

⑦一次審査済障害児相談支援給

付費請求書／一次審査済特例障

害児相談支援給付費請求書情報

サービス情報レコード（複数レコー

ド） 

を追加 

1 

３６ １６２－３１ 

ページ番号 １６２－３１ 

 

項番１１４の内容 

設定しない 

 

項番１１８の内容 

医療連携体制加算の回数の合計

を設定 

 

項番１２３の項目名 

同行支援加算（回）（仮） 

 

項番１２４の項目名 

遠地訪問支援加算（回）（仮） 

１ 
１６２－３３ 

１６２－３４ 

ページ番号 １６２－３３、１６２－

３４ 

項番１１４の内容 

初回加算の回数の合計を設定 

 

項番１１８の内容 

医療連携体制加算の算定回数の

合計を設定 

 

項番１２３の項目名 

同行支援（回） 

 

項番１２４の項目名 

特別地域加算（回） 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３７  

 

 １６２－３４ 

ページ番号１６２－３４ 

項番１２５ 

提供実績の合計２・低所得者利用

加算（回） 

項番１２６ 

提供実績の合計２・体験利用支援

加算（回） 

項番１２７ 

提供実績の合計２・定員超過特例

加算（回） 

項番１２８ 

提供実績の合計２・通勤訓練加算

（回） 

項番１２９ 

提供実績の合計２・地域移行加算

（回） 

項番１３０ 

提供実績の合計２・体験宿泊支援

加算（回） 

項番１３１ 

提供実績の合計２・住居外利用

（日） 

項番１３２ 

合計１・内訳 生活援助 

項番１３３ 

合計２・内訳 ９０％ 

項番１３４ 

合計２・内訳 生活援助 

項番１３５ 

合計３・内訳 生活援助 

項番１３６ 

合計４・内訳 生活援助 

項番１３７ 

合計５・内訳 生活援助 

項番１３８ 

重度包括・共同生活援助合計単

位数 

項番１３９ 

重度包括・短期入所合計単位数 

項番１４０ 

重度包括・その他サービス合計単

位数 

項番１４１ 

保育・教育等移行支援加算・移行

日（年月日） 

項番１４２ 

保育・教育等移行支援加算・移行

後算定日（年月日） 

項番１４３ 

通所施設移行支援加算・移行日

（年月日） 

を追加 

 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

３８ １６２－３２ 

ページ番号 １６２－３２ 

項番１２５ 

通所施設移行支援加算（仮）・算

定日（年月日）（仮） 

１ １６２－３４ 

ページ番号 １６２－３４ 

項番１４４ 

通所施設移行支援加算・算定日

（年月日） 

１ 

３９ １６２－３５ 

ページ番号 １６２－３５ 

項番７１の内容 

設定しない 

 

 

項番７５の内容 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅲ）を算定す

る場合、3 を設定 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

 

 

 

項番８１の項目名 

同行支援加算（仮） 

 

項番８２の項目名 

遠地訪問支援加算（仮） 

１ １６２－３８ 

ページ番号 １６２－３８ 

項番７１の内容 

初回加算を算定する場合、1 を設

定 

 

項番７５の内容 

医療連携体制加算（Ⅰ）を算定す

る場合、1 を設定 

医療連携体制加算（Ⅱ）を算定す

る場合、2 を設定 

医療連携体制加算（Ⅳ）を算定す

る場合、4 を設定 

医療連携体制加算（Ⅴ）を算定す

る場合、5 を設定 

医療連携体制加算（Ⅵ）を算定す

る場合、6 を設定 

 

項番８１の項目名 

同行支援 

 

項番８２の項目名 

特別地域加算 

１ 

４０  

 

 １６２－３８ 

ページ番号 １６２－３８ 

項番８３ 

低所得者利用加算 

項番８４ 

体験利用支援加算 

項番８５ 

定員超過特例加算 

項番８６ 

通勤訓練加算 

項番８７ 

体験宿泊支援加算 

項番８８ 

住居外利用 

を追加 

１ 

４１  

 

 １６２－４４ 

ページ番号 １６２－４４ 

一次審査済明細書等情報 ファイ

ル構成図 

一次審査済障害児相談支援給付

費請求書／一次審査済特例障害

児相談支援給付費請求書情報

（サービス情報）レコード 

を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

４２ １６２－５７ 

ページ番号 １６２－５７ 

※２：出力される様式名称は、以

下のとおり。 

様式２：障害児通所給付費・入所

給付費等明細書 

様式３：障害児相談支援給付費請

求書 

様式５：特例障害児通所給付費等

明細書 

様式６：特例障害児相談支援給付

費請求書 

１ １６２－５７ 

ページ番号 １６２－５７ 

※２：出力される様式名称は、以

下のとおり。 

児童明細：障害児通所給付費・入

所給付費等明細書 

相談請求：障害児相談支援給付

費請求書 

特例明細：特例障害児通所給付

費等明細書 

特相請求：特例障害児相談支援

給付費請求書 

１ 

４３ １６２－６４ 

ページ番号 １６２－６４ 

※５：レコード種別名称 請求情報

の場合、「基本」「日数」「明細」「集

計」「契約」「処遇」 

台帳情報の場合、「基本」「サービ

ス」「支給決定」「独自助成」「行政

区」 

１ １６２－６４ 

ページ番号 １６２－６４ 

※５：レコード種別名称 請求情報

の場合、「基本」「日数」「明細」「集

計」「契約」「処遇」「サービス」 

台帳情報の場合、「基本」「サービ

ス」「支給決定」「独自助成」「行政

区」 

１ 

４４ １６２－７２ 

ページ番号 １６２－７２ 

※２（１）【様式番号】（上 2 桁） 

41：障害児通所給付費・入所給付

費等明細書（様式第二）（サービス

提供年月が平成 24 年 4 月以降使

用） 

60：障害児相談支援給付費請求

書（様式第三）（サービス提供年月

が平成 24 年 4 月以降使用） 

70：特例障害児通所給付費等明

細書（様式第五）（サービス提供年

月が平成 24 年 4 月以降使用） 

71：特例障害児相談支援給付費

請求書（様式第六）（サービス提供

年月が平成 24 年 4 月以降使用） 

１ １６２－７２ 

ページ番号 １６２－７２ 

※２（１）【様式番号】（上 2 桁） 

41：障害児通所給付費・入所給付

費等明細書（サービス提供年月が

平成 24 年 4 月以降使用） 

60：障害児相談支援給付費請求

書（サービス提供年月が平成 24

年 4 月以降使用） 

70：特例障害児通所給付費等明

細書（サービス提供年月が平成

24 年 4 月以降使用） 

71：特例障害児相談支援給付費

請求書（サービス提供年月が平成

24 年 4 月以降使用） 

１ 

４５ １６６ 

ページ番号 １６６ 

項番１. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス費・高額障害児給付費の算定

に必要な世帯等情報に異動が発

生した場合、国保連合会に高額

障害福祉サービス費世帯等異動

連絡票情報・高額障害児給付費

世帯等異動連絡票情報を提出す

る。 

 

項番５. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス費・高額障害児給付費の算定

に… 

（中略） 

…を提出する。 

1 １６６ 

ページ番号 １６６ 

項番１. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス等給付費・高額障害児給付費

の算定に必要な世帯等情報に異

動が発生した場合、国保連合会

に高額障害福祉サービス費世帯

等異動連絡票情報・高額障害児

給付費世帯等異動連絡票情報を

提出する。 

 

項番５. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス等給付費・高額障害児給付費

の算定に… 

（中略） 

…を提出する。 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

４６ １６９ 

ページ番号 １６９ 

以降の処理は、高額障害福祉サ

ービス費支給処理情報受け渡し

概要の各種給付実績抽出処理と

なる。 

１ １６９ 

ページ番号 １６９ 

以降の処理は、高額障害福祉サ

ービス等給付費支給処理情報受

け渡し概要の各種給付実績抽出

処理となる。 

１ 

４７ １７０ 

ページ番号 １７０ 

項番１. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス費・高額障害児給付費の支払

処理で… 

（中略） 

…を提出する。 

 

項番５. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス費・高額障害児給付費の支払

処理で… 

（中略） 

…を提出する。 

 

項番６. 

国保連合会は受け付けた訂正連

絡票情報を基に高額障害福祉サ

ービス費・高額障害児給付費の支

払処理で… 

（中略） 

…を修正する。 

1 １７０ 

ページ番号 １７０ 

項番１. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス等給付費・高額障害児給付費

の支払処理で… 

（中略） 

…を提出する。 

 

項番５. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス等給付費・高額障害児給付費

の支払処理で… 

（中略） 

…を提出する。 

 

項番６. 

国保連合会は受け付けた訂正連

絡票情報を基に高額障害福祉サ

ービス等給付費・高額障害児給付

費の支払処理で… 

（中略） 

…を修正する。 

1 

４８ １７４ 

ページ番号 １７４ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス費用の受

給者の漢字氏名・住所・世帯集約

番号等の世帯の異動情報 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス費用の受

給者の漢字氏名・住所・世帯集約

番号等の世帯の訂正情報 

1 １７４ 

ページ番号 １７４ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

用の受給者の漢字氏名・住所・世

帯集約番号等の世帯の異動情報 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

用の受給者の漢字氏名・住所・世

帯集約番号等の世帯の訂正情報 

1 

４９ １７５ 

ページ番号 １７５ 

１．２．３ 更新結果情報（出力情

報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス費用の受

給者の漢字氏名・住所・世帯集約

番号等の世帯の更新情報 

 

１．２．４ 国保連合会台帳情報

（出力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス費用の受

給者の漢字氏名・住所・世帯集約

番号等の世帯の台帳情報 

1 １７５ 

ページ番号 １７５ 

１．２．３ 更新結果情報（出力情

報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

用の受給者の漢字氏名・住所・世

帯集約番号等の世帯の更新情報 

 

１．２．４ 国保連合会台帳情報

（出力情報） 

項番(3)の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

用の受給者の漢字氏名・住所・世

帯集約番号等の世帯の台帳情報 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５０ １８２ 

ページ番号 １８２ 

項番１６の内容 

高額障害福祉サービス費の算定

基準額を設定する 

項番１７の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番１７の備考 

※５ 

項番１８の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

項番１８の備考 

※５ 

項番１９の備考 

※６ 

項番２０の備考 

※７ 

 

（２）世帯集約番号について 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス費・高額障害児通所給

付費・高額障害児入所給付費の

… 

（中略） 

…に提出する必要がある。 

1 １８２ 

ページ番号 １８２ 

項番１６の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

の算定基準額を設定する 

項番１７の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番１７の備考 

※６ 

項番１８の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

項番１８の備考 

※６ 

項番１９の備考 

※７ 

項番２０の備考 

※８ 

 

（２）世帯集約番号について 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス等給付費・高額障害児

通所給付費・高額障害児入所給

付費の… 

（中略） 

…に提出する必要がある。 

1 

５１  

 

 １８２ 

ページ番号 １８２ 

項番１６の備考 

※５ 

を追加 

1 

５２ １８３ 

ページ番号 １８３ 

⑥国保連合会では、… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス費と高額障害児入所給付費

の申請受付を行うため） 

1 １８３ 

ページ番号 １８３ 

⑥国保連合会では、… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス等給付費と高額障害児入所

給付費の申請受付を行うため） 

1 

５３  

 

  １８４ 

ページ番号 １８４ 

※５ 

を追加 
1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５４ １８４ 

ページ番号 １８４ 

※５：同一人が介護保険サービス

と障害福祉サービス等を併用して

いる場合に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 １８４ 

ページ番号 １８４ 

※６：高額障害福祉サービス等給

付費（施行令第四十三条の五第

一項）の場合、介護保険情報の取

得と介護保険サービスとの世帯合

算に使用するため、同一人が介

護保険サービスと障害福祉サー

ビス等を併用している場合に設定

する。また、高額障害福祉サービ

ス等給付費（施行令第四十三条

の五第六項）の場合、介護保険情

報の取得に使用するため、必ず

設定する。  

1 

５５ １８５－２ 

ページ番号 １８５－２ 

項番１７の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番１８の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

（２）世帯集約番号について 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス費・高額障害児通所給

付費・高額障害児入所給付費の

… 

（中略） 

…に提出する必要がある。 

1 １８５－２ 

ページ番号 １８５－２ 

項番１７の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番１８の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

（２）世帯集約番号について 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス等給付費・高額障害児

通所給付費・高額障害児入所給

付費の… 

（中略） 

…に提出する必要がある。 

1 

５６ １８５－３ 

ページ番号 １８５－３ 

⑥国保連合会では、… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス費と高額障害児入所給付費

の申請受付を行うため） 

1 １８５－３ 

ページ番号 １８５－３ 

⑥国保連合会では、… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス等給付費と高額障害児入所

給付費の申請受付を行うため） 

1 

５７ １９６ 

ページ番号 １９６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス費の算定

基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 １９６ 

ページ番号 １９６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

の算定基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

５８ １９７－２ 

ページ番号 １９７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 １９７－２ 

ページ番号 １９７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 

５９ ２０６ 

ページ番号 ２０６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス費の算定

基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 ２０６ 

ページ番号 ２０６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

の算定基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 

６０ ２０７－２ 

ページ番号 ２０７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 ２０７－２ 

ページ番号 ２０７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 

６１ ２１６ 

ページ番号 ２１６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス費の算定

基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 ２１６ 

ページ番号 ２１６ 

項番１８の内容 

高額障害福祉サービス等給付費

の算定基準額を設定する 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 

６２ ２１７－２ 

ページ番号 ２１７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る（介護保険情報との世帯合算に

使用） 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する（介護保険情報との世帯合算

に使用） 

1 ２１７－２ 

ページ番号 ２１７－２ 

項番１９の内容 

介護保険の保険者番号を設定す

る 

 

項番２０の内容 

介護保険の被保険者番号を設定

する 

 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

６３ ２３１ 

ページ番号 ２３１ 

３ 高額障害福祉サービス費・高

額障害児通所給付費支給処理業

務 

1 ２３１ 

ページ番号 ２３１ 

３ 高額障害福祉サービス等給付

費・高額障害児通所給付費支給

処理業務 

1 

６４ ２３２ 

ページ番号 ２３２ 

３．１．１ 高額障害福祉サービス

費・高額障害児通所給付費支給

処理情報受け渡し概要 

 

項番 1. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス費・高額障害児通所給付費支

給処理業務を… 

（中略） 

…に提出する。 

 

 

備考 

※１：国保連合会で以下の給付実

績を保有していることが高額障害

福祉サービス費・高額障害児通所

給付費の正確な算定の前提条件

となる。 

1 ２３２ 

ページ番号 ２３２ 

３．１．１ 高額障害福祉サービス

等給付費（施行令第四十三条の

五第一項）・高額障害児通所給付  

費支給処理情報受け渡し概要 

項番 1. 

市町村は、高額障害福祉サービ

ス等給付費（施行令第四十三条

の五第一項）・高額障害児通所給

付費支給処理業務を… 

（中略） 

…に提出する。 

 

備考 

※１：国保連合会で以下の給付実

績を保有していることが高額障害

福祉サービス等給付費（施行令第

四十三条の五第一項）・高額障害

児通所給付費の正確な算定の前

提条件となる。 

1 

６５ ２３３ 

ページ番号 ２３３ 

高額障害福祉サービス費・高額障

害児通所給付費支給処理情報受

け渡し概要図 

 

下記内容は、高額障害福祉サー

ビス費での説明である。 

1 ２３３ 

ページ番号 ２３３ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施 行令 第 四十 三 条 の五 第一

項）・高額障害児通所給付費支給

処理情報受け渡し概要図 

下記内容は、高額障害福祉サー

ビス等給付費（施行令第四十三条

の五第一項）での説明である。 

1 

６６ ２３４ 

ページ番号 ２３４ 

高額障害福祉サービス費・高額障

害児通所給付費支給処理情報受

け渡し概要 

1 ２３４ 

ページ番号 ２３４ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施 行令 第 四十 三 条 の五 第一

項）・高額障害児通所給付費支給

処理情報受け渡し概要 

1 

６７ ２３５ 

ページ番号 ２３５ 

高額障害福祉サービス費支給処

理情報受け渡し概要図 

 

 

下記内容は、高額障害福祉サー

ビス費での説明である。 

1 ２３５ 

ページ番号 ２３５ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施 行令 第 四十 三 条 の五 第一

項）・高額障害児通所給付費支給

処理情報 受け渡し概要図 

下記内容は、高額障害福祉サー

ビス等給付費（施行令第四十三条

の五第一項）での説明である。 

1 

６８  

 

 ２３５－１ 

ページ番号 ２３５－１ 

３．１．２ 高額障害福祉サービス

等給付費（施行令第四十三条の

五第六項）支給処理情報受け渡し

概要  

（１）申請書等 

を追加 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

６９  

 

 ２３５－２ 

ページ番号 ２３５－２ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第六項）

支給処理情報受け渡し概要図 

（１）申請書等 

を追加 

1 

７０  

 

 ２３５－３ 

ページ番号 ２３５－３ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第六項）

支給処理情報受け渡し概要 

（２）支給（不支給）決定通知書等 

を追加 

1 

７１  

 

 ２３５－４ 

ページ番号 ２３５－４ 

高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第六項）

支給処理情報 受け渡し概要図 

（２）支給（不支給）決定通知書等 

を追加 

1 

７２ ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

３．２．１ 高額障害福祉サービス

費支給処理情報（入力情報） 

 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費の

市町村での判定結果情報 

 

項番(2)の内容 

施行令第四十三条の五第六項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の市町村での判定結果情報 

1 ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

３．２．１ 高額障害福祉サービス

等給付費支給処理情報（入力情

報） 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の市町村での判定結果情報 

 

項番(2)の内容 

施行令第四十三条の五第六項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の市町村での判定結果情報

※ 

1 

７３  

 

 ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

※本情報は、生活保護受給者等

に対する生活保護制度における

介護扶助等の場合、提出は不要

である。 

を追加 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

７４ ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

３．２．２ 高額障害福祉サービス

費支給処理情報（出力情報） 

 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費の

給付対象となる受給者への通知

情報 

項番(2)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費に

対する、支給または不支給の受

給者への通知情報 

項番(4)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費給

付対象となる受給者の一覧表 

 

項番(5)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費の

給付対象となる受給者への通知 

 

項番(6)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費の

給付対象となる受給者が提出す

るための申請書 

項番(8)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費に

対する、支給または不支給の一

覧 

項番(9)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費に

対する、支給または不支給の受

給者への通知 

1 ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

３．２．２ 高額障害福祉サービス

等給付費支給処理情報（出力情

報） 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の給付対象となる受給者へ

の通知情報 

項番(2)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費に対する、支給または不支給

の受給者への通知情報 

項番(4)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費給付対象となる受給者の一

覧表 

項番(5)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の給付対象となる受給者へ

の通知 

項番(6)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の給付対象となる受給者が

提出するための申請書 

項番(8)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費に対する、支給または不支給

の一覧 

項番(9)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費に対する、支給または不支給

の受給者への通知 

1 

７５ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．５ 取込エラーリスト（出力

情報） 

項番(2)の識別 

FLA１ 

１ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．５ 取込エラーリスト（出力

情報） 

項番(2)の識別 

FMA1 

１ 

７６ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．６ 受付点検エラーリスト

（出力情報） 

項番(2)の識別 

FMA１ 

１ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．６ 受付点検エラーリスト

（出力情報） 

項番(2)の識別 

FNA１ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

７７ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．７ 給付判定結果エラーリ

スト（出力情報） 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費の

再計算依頼があったものに対し、

再計算後の支給額に差異が発生

した場合に出力されるエラーリスト 

 

項番(2)の識別 

FNA１ 

１ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

３．２．７ 給付判定結果エラーリ

スト（出力情報） 

項番(1)の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費の再計算依頼があったもの

に対し、再計算後の支給額に差

異が発生した場合に出力されるエ

ラーリスト 

項番(2)の識別 

FOA１ 

１ 

７８ ２３９ 

ページ番号 ２３９ 

３．３．１ 高額障害福祉サービス

費支給処理情報（入力情報） 
1 ２３９ 

ページ番号 ２３９ 

３．３．１ 高額障害福祉サービス

等給付費支給処理情報（入力情

報） 

1 

７９  

 

 ２３９－３ 

ページ番号 ２３９－３ 

項番４の備考 

※２ 

を追加 

1 

８０ ２３９－３ 

ページ番号 ２３９－３ 

項番７の備考 

※２ 

項番９の備考 

※３ 

項番１０の備考 

※４ 

項番１１の備考 

※５ 

項番１２の備考 

※５ 

項番１３の備考 

※５ 

項番１４の備考 

※５ 

1 ２３９－３ 

ページ番号 ２３９－３ 

項番７の備考 

※３ 

項番９の備考 

※４ 

項番１０の備考 

※５ 

項番１１の備考 

※６ 

項番１２の備考 

※６ 

項番１３の備考 

※６ 

項番１４の備考 

※６ 

1 

８１  

 

 ２４０ 

ページ番号 ２４０ 

※２ 

を追加 
1 

８２  

 

 ２４１ 

ページ番号 ２４１ 

※政令市で受給者証に記載する

市町村番号を行政区毎に分けて

いる場合であっても、政令市単位

で 1 ファイルとする 

を追加 

1 

８３ ２４２ 

ページ番号 ２４２ 

３．３．２ 高額障害福祉サービス

費支給処理情報（出力情報） 
1 ２４２ 

ページ番号 ２４２ 

３．３．２ 高額障害福祉サービス

等給付費支給処理情報（出力情

報） 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

８４ ２４２ 

ページ番号 ２４２ 

項番１６の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費支

給金額を出力する 

1 ２４２ 

ページ番号 ２４２ 

項番１６の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費支給金額を出力する 

1 

８５ ２４５ 

ページ番号 ２４５ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

100 

項番１８の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス費支

給金額を出力する 

1 ２４５ 

ページ番号 ２４５ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

120 

項番１８の内容 

施行令第四十三条の五第一項に

基づく高額障害福祉サービス等給

付費支給金額を出力する 

1 

８６ ２５１－１ 

ページ番号 ２５１－１ 

項番１１の内容 

介護保険給付費自己負担額を出

力する 

 

 

 

 

項番１２の内容 

介護保険給付費自己負担額の

内、障害福祉相当介護保険サー

ビスの自己負担額を出力する 

 

 

 

 

項番１５のﾊﾞｲﾄ数 

470 

１ ２５１－１ 

ページ番号 ２５１－１ 

項番１１の内容 

介護保険給付費自己負担額を出

力する 

生活保護受給者等の場合、生活

保護制度における介護扶助等の

金額（公費本人額を含む）を出力

する 

項番１２の内容 

介護保険給付費自己負担額の

内、障害福祉相当介護保険サー

ビスの自己負担額を出力する 

生活保護受給者等の場合、生活

保護制度における介護扶助等の

公費請求額を出力する 

 

項番１６のﾊﾞｲﾄ数 

600 

1 

８７  

 

 ２５１－１ 

ページ番号 ２５１－１ 

項番１３ 

公費本人支払額 

を追加 

1 

８８  

 

 ２５１－２ 

ページ番号 ２５１－２ 

項番２８ 

公費負担者番号 

項番２９ 

公費受給者番号 

項番３０ 

保険者番号 

項番３１ 

被保険者番号 

を追加 

1 

８９ ２５１－４ 

ページ番号 ２５１－４ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

100 
1 ２５１－４ 

ページ番号 ２５１－４ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

120 
1 

９０ ２５１－１４ 

ページ番号 ２５１－１４ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

100 
1 ２５１－１４ 

ページ番号 ２５１－１４ 

項番６のﾊﾞｲﾄ数 

120 
1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９１ ２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．５ 取込エラーリスト 

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報取込エラ

ーリスト（施行令第四十三条の五

第六項）（FLA1）（ＰＤＦ） 

1 ２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．５ 取込エラーリスト 

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報取込エラ

ーリスト（施行令第四十三条の五

第六項）（FMA1）（ＰＤＦ） 

1 

９２ ２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．６ 受付点検エラーリスト

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報受付点検

エラーリスト（施行令第四十三条

の五第六項）（FMA1）（ＰＤＦ） 

1 

 
２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．６ 受付点検エラーリスト

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報受付点検

エラーリスト（施行令第四十三条

の五第六項）（FNA1）（ＰＤＦ） 

1 

９３ ２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．７ 給付判定結果エラーリ

スト 

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果エラーリスト 

（施行令第四十三条の五第六項）

（FNA1）（ＰＤＦ） 

1 ２５１－２０ 

ページ番号 ２５１－２０ 

３．３．７ 給付判定結果エラーリ

スト 

（２）高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果エラーリスト 

（施行令第四十三条の五第六項）

（FOA1）（ＰＤＦ） 

1 

９４ ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

（１）国保連合会に高額計算を委

託する場合に必要な委託業務 

「高額障害福祉サービス費支給処

理」を国保連合会に委託し、正し

い高額計算を行うためには、 

市町村と都道府県が以下業務を

国保連合会に委託する必要があ

る。 

1 ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

（１）国保連合会に高額計算を委

託する場合に必要な委託業務 

「高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第一項）

支給処理」または「高額障害福祉

サービス等給付費（施行令第四十

三条の五第六項）支給処理」を国

保連合会に委託し、正しい高額計

算を行うためには、市町村と都道

府県が以下業務を国保連合会に

委託する必要がある。 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９５ ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

①高額計算に必要な委託業務 

 

 

No１の委託業務 

障害福祉サービス費支払処理 

 

No２の委託業務 

障害福祉サービス費（基準該当サ

ービス）支払処理 

No３の委託業務 

高額障害福祉サービス費支給処

理 

 

No３の備考 

高額計算を委託するために必要。 

 

 

No４の委託業務 

障害児給付費支払処理 

No５の委託業務 

障害児給付費（基準該当サービ

ス）支払処理 

1 ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

①高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第一

項）の計算に必要な委託業務 

No１の委託業務 

障害福祉サービス費審査支払処

理 

No２の委託業務 

基準該当障害福祉サービス費審

査支払処理 

No３の委託業務 

高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第一項）

支給処理 

No３の備考 

高額障害福祉サービス等給付費

（施行令第四十三条の五第一項）

の計算を委託するために必要。 

No４の委託業務 

障害児給付費審査支払処理 

No５の委託業務 

基準該当障害児給付費審査支払

処理 

1 

９６  

 

 ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

①高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第一

項）の計算に必要な委託業務 

No８ 

個人番号 

を追加 

 

凡例 

☆・・・個人番号を利用する場合に

必要 

を追加 

1 

９７  

 

 ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

②高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第六

項）の計算に必要な委託業務 

を追加 

1 

９８ ２５２ 

ページ番号 ２５２ 

①高額計算に必要な交換情報 

 

 

No３の備考 

高額計算で世帯集約番号等を使

用するため必要。 

No５の備考 

給付判定結果に基づき高額障害

福祉サービス費支給処理を行うた

めに必要。 

1 ２５２－１ 

ページ番号 ２５２－１ 

①高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第一

項）の計算に必要な交換情報 

No３の備考 

高額計算で世帯集約番号、介護

保険情報等を使用するため必要。 

No５の備考 

給付判定結果に基づき高額障害

福祉サービス等給付費（施行令第

四十三条の五第一項）支給処理

を行うために必要。 

 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

９９  

 

 ２５２－１ 

ページ番号 ２５２－１ 

①高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第一

項）の計算に必要な交換情報 

No１３ 

個人番号異動連絡票情報 

No１４ 

障害児支援個人番号異動連絡票

情報 

を追加 

 

凡例 

、☆・・・厳密な高額計算を行うこと

等に必要 

を追加 

1 

１００  

 

 ２５２－１ 

ページ番号 ２５２－１ 

②高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第六

項）の計算に必要な交換情報 

を追加 

1 

１０１ ２５３ 

ページ番号 ２５３ 

上記「お知らせ等」は以下帳票を

示す。 

・高額障害福祉サービス費給付対

象者一覧表、高額障害児給付費

給付対象者一覧表 

 

 

 

・高額障害福祉サービス費給付の

お知らせ（情報）、高額障害児給

付費給付のお知らせ（情報） 

 

 

 

・高額障害福祉サービス費支給申

請書、高額障害児給付費支給申

請書 

 

 

・外字空白印字リスト（高額障害

福祉サービス費給付対象者）、 

外字空白印字リスト（高額障害児

給付費給付対象者） 

1 ２５３－１ 

ページ番号 ２５３－１ 

上記「お知らせ等」は以下帳票を

示す。 

・高額障害福祉サービス費給付対

象者一覧表、高額障害福祉サー

ビス等給付費給付対象者一覧表

（施 行令 第 四十 三 条 の五 第六

項）、高額障害児給付費給付対象

者一覧表 

・高額障害福祉サービス費給付の

お知らせ情報、高額障害福祉サ

ービス等給付費給付のお知らせ

情報（施行令第四十三条の五第

六項）、高額障害児給付費給付の

お知らせ情報 

・高額障害福祉サービス費支給申

請書、高額障害福祉サービス等

給付費支給申請書（施行令第四

十三条の五第六項）、高額障害児

給付費支給申請書 

・外字空白印字リスト（高額障害

福祉サービス費給付対象者）、外

字空白印字リスト（高額障害福祉

サービス等給付費給付対象者）

（施 行令 第 四十 三 条 の五 第六

項）、外字空白印字リスト（高額障

害児給付費給付対象者） 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１０２  

 

 ２５３－１ 

ページ番号 ２５３－１ 

※高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第六

項）の自動償還（年１回の申請書

等の提出による支給決定）を行う

には、国保連合会へ申し出内容

（お知らせ等の出力有無）を「出力

有り」とし、支給申請書の提出時

には「3:出力有り」、次月以降を「1:

出力無し」に設定すること。 

を追加 

1 

１０３  

 

 ２５３－１ 

ページ番号 ２５３－１ 

＜支給申請書等への出力内容＞ 

出力帳票等 

高額障害福祉サービス等給付費

給付のお知らせ情報（施行令第四

十三条の五第六項） 

高額障害福祉サービス等給付費

給付対象者一覧表（施行令第四

十三条の五第六項） 

高額障害福祉サービス等給付費

給付のお知らせ（施行令第四十三

条の五第六項） 

高額障害福祉サービス等給付費

支給申請書（施行令第四十三条

の五第六項） 

外字空白印字リスト（高額障害福

祉サービス等給付費給付対象者）

（施行令第四十三条の五第六項） 

を追加 

1 

１０４  

 

 ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

＜支給（不支給）決定通知書等へ

の出力内容＞ 

出力帳票等 

高額障害福祉サービス等給付費

支給(不支給)決定通知書情報（施

行令第四十三条の五第六項） 

高額障害福祉サービス等給付費

支給(不支給)決定者一覧表（施行

令第四十三条の五第六項） 

高額障害福祉サービス等給付費

支給(不支給)決定通知書（施行令

第四十三条の五第六項） 

外字空白印字リスト（高額障害福

祉サービス等給付費支給(不支

給)決定者）（施行令第四十三条

の五第六項） 

を追加 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１０５ ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

出力帳票等 

振込データ情報（高額障害福祉サ

ービス費） 

振込者一覧表（高額障害福祉サ

ービス費） 

 

（６） 

世帯員に障害福祉サービスと障

害児入所支援を受給している者

がいる場合、… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス費と高額障害児入所給付費

の申請受付を行うため）。 

1 ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

出力帳票等 

振込データ情報（高額障害福祉サ

ービス等給付費） 

振込者一覧表（高額障害福祉サ

ービス等給付費） 

 

（６） 

世帯員に障害福祉サービスと障

害児入所支援を受給している者

がいる場合… 

（中略） 

…、市町村で高額障害福祉サー

ビス等給付費と高額障害児入所

給付費の申請受付を行うため）。 

1 

１０６ ２５６ 

ページ番号 ２５６ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス費・高額障害児給付費支給

処理で作成された支払データか

ら、振込データ情報を作成して、

市町村に提供する。 

1 ２５６ 

ページ番号 ２５６ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス等給付費・高額障害児給付

費支給処理で作成された支払デ

ータから、振込データ情報を作成

して、市町村に提供する。 

1 

１０７ ２５７ 

ページ番号 ２５７ 

高額障害福祉サービス費支給処

理支払データ作成処理 
1 ２５７ 

ページ番号 ２５７ 

高額障害福祉サービス等給付費

支給処理支払データ作成処理 
1 

１０８ ２５８ 

ページ番号 ２５８ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス費支給処理で… 

（中略） 

…を作成する。 

1 ２５８ 

ページ番号 ２５８ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス等給付費支給処理で… 

（中略） 

…を作成する。 

1 

１０９ ２５９ 

ページ番号 ２５９ 

高額障害福祉サービス費支給処

理支払データ作成処理 
1 ２５９ 

ページ番号 ２５９ 

高額障害福祉サービス等給付費

支給処理支払データ作成処理 
1 

１１０ ２６０ 

ページ番号 ２６０ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス費支給処理で… 

（中略） 

…を作成する。 

1 ２６０ 

ページ番号 ２６０ 

項番１ 

国保連合会は、高額障害福祉サ

ービス等給付費支給処理で… 

（中略） 

…を作成する。 

1 

１１１ ２６１ 

ページ番号 ２６１ 

高額障害福祉サービス費支給処

理支払データ作成処理 
1 ２６１ 

ページ番号 ２６１ 

高額障害福祉サービス等給付費

支給処理支払データ作成処理 
1 

１１２ ２６２ 

ページ番号 ２６２ 

４．２．１ 各種支払支援処理情報

（高額障害福祉サービス費）（出力

情報） 

1 ２６２ 

ページ番号 ２６２ 

４．２．１ 各種支払支援処理情報

（高額障害福祉サービス等給付

費）（出力情報） 

1 

１１３ ２６３ 

ページ番号 ２６３ 

４．３．１ 各種支払支援処理情報

（高額障害福祉サービス費）（出力

情報） 

1 ２６３ 

ページ番号 ２６３ 

４．３．１ 各種支払支援処理情報

（高額障害福祉サービス等給付

費）（出力情報） 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１１４ ２７４ 

ページ番号 ２７４ 

・高額障害福祉サービス費・高額

障害児給付費の訂正（支払情報

を再度作成する場合） 

1 ２７４ 

ページ番号 ２７４ 

・高額障害福祉サービス等給付

費・高額障害児給付費の訂正（支

払情報を再度作成する場合） 

1 

１１５ ２７４－１ 

ページ番号 ２７４－１ 

項番 9 

市町村は、給付実績更新結果情

報を受理し、訂正分の高額障害福

祉サービス費給付判定結果情

報、または高額障害児給付費給

付判定結果情報を作成し、国保連

合会に提出する。 

 

 

 

項番 10 

以降の処理は、市町村事務共同

処理の高額障害福祉サービス費・

高額障害児給付費支払業務の流

れとなる。 

 

備考 

※２：ただし、高額障害福祉サービ

ス費給付判定結果情報を提出す

る場合、高額費支給レコードの 

新規は不要である。 

 

 

 

1 ２７４－１ 

ページ番号 ２７４－１ 

項番 9 

市町村は、給付実績更新結果情

報を受理し、訂正分の高額障害福

祉サービス費給付判定結果情

報、高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報（施行令

第四十三条の五第六項）または

高額障害児給付費給付判定結果

情報を作成し、国保連合会に提出

する。 

項番 10 

以降の処理は、市町村事務共同

処理の高額障害福祉サービス等

給付費・高額障害児給付費支払

業務の流れとなる。 

 

備考 

※２：ただし、高額障害福祉サービ

ス費給付判定結果情報または高

額障害福祉サービス等給付費給

付判定結果情報（施行令第四十

三条の五第六項）を提出する場

合、高額費支給レコードの新規は

不要である。 

1 

１１６ ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

・高額障害福祉サービス費・高額

障害児給付費の訂正（支払情報

を再度作成する場合）の給付実績

情報受け渡し概要図 

1 ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

・高額障害福祉サービス等給付

費・高額障害児給付費の訂正（支

払情報を再度作成する場合）の給

付実績情報受け渡し概要図 

 

1 

１１７ ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

以降の処理は、市町村事務共同

処理の高額障害福祉サービス費・

高額障害児給付費支払業務の流

れとなる。 

1 ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

以降の処理は、市町村事務共同

処理の高額障害福祉サービス等

給付費・高額障害児給付費支払

業務の流れとなる。 

1 

１１８ ２７６ 

ページ番号 ２７６ 

・償還払い分または高額障害福祉

サービス費・高額障害児給付費の

訂正 

1 ２７６ 

ページ番号 ２７６ 

・償還払い分または高額障害福祉

サービス等給付費・高額障害児給

付費の訂正 

1 

１１９ ２７７ 

ページ番号 ２７７ 

・償還払い分または高額障害福祉

サービス費・高額障害児給付費の

訂正（給付実績の修正のみを行う

場合）の給付実績情報受け渡し概

要図 

1 ２７７ 

ページ番号 ２７７ 

・償還払い分または高額障害福祉

サービス等給付費・高額障害児給

付費の訂正（給付実績の修正の

みを行う場合）の給付実績情報受

け渡し概要図 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１２０ ２７８ 

ページ番号 ２７８ 

項番 3 

高額障害福祉サービス費・高額障

害児給付費の給付実績を登録す

る。 

（市町村事務共同処理） 

1 ２７８ 

ページ番号 ２７８ 

項番 3 

高額障害福祉サービス等給付費・

高額障害児給付費の給付実績を

登録する。 

（市町村事務共同処理） 

1 

１２１ ２８２ 

ページ番号 ２８２ 

６：高額費支給レコード 

・高額障害福祉サービス費の支給

額等情報 

1 ２８２ 

ページ番号 ２８２ 

６：高額費支給レコード 

・高額障害福祉サービス等給付費

の支給額等情報 

1 

１２２ ２８３ 

ページ番号 ２８３ 

＜入力識別番号一覧＞ 

項番４ 

高額障害福祉サービス費情報 
1 ２８３ 

ページ番号 ２８３ 

＜入力識別番号一覧＞ 

項番４ 

高額障害福祉サービス等給付費

情報（施行令第四十三条の五第

一項） 

1 

１２３  

 

 ２９２ 

ページ番号 ２９２ 

項番１１の備考 

※４ 

項番１２の備考 

※４ 

を追加 

1 

１２４ ２９２ 

ページ番号 ２９２ 

項番１３の内容 

高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報のコントロールレコー

ド の 処 理 対 象 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM）を設定する 

1 ２９２ 

ページ番号 ２９２ 

項番１３の内容 

高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報、または高額障害福

祉サービス等給付費給付判定結

果情報（施行令第四十三条の五

第六項）のコントロールレコードの

処 理 対 象 年 月 （ 西 暦 年 月

YYYYMM）を設定する 

1 

１２５  

 

 ２９２ 

ページ番号 ２９２ 

※４ 

を追加 
1 

１２６ ２９２－１ 

ページ番号 ２９２－１ 

項番５の備考 

※Ｙ 

 

項番７の備考 

※Ｃ 

※３ 

 

項番８の備考 

1:障害者総合支援法に基づく受給

者証番号 

2:児童福祉法に基づく受給者証番

号 

※４ 

 

項番１５の備考 

※５ 

１ ２９２－２ 

ページ番号 ２９２－２ 

項番５の備考 

※Ｙ 

※３ 

項番７の備考 

※Ｃ 

※４ 

 

項番８の備考 

1:障害者総合支援法に基づく受給

者証番号 

2:児童福祉法に基づく受給者証番

号 

※５ 

 

項番１５の備考 

※６ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１２７  

 

 ２９２－３ 

ページ番号 ２９２－３ 

※３ 

を追加 
１ 

１２８ ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

交換情報識別番号 G111 の内容 

①国保連合会で行う高額障害福

祉サービス費の高額計算に必要

な情報（市町村で支払った特例介

護給付費・特例訓練等給付費、補

装具費、高額障害福祉サービス

費分のみの情報（※））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②既に支払った高額障害福祉サ

ービス費の修正を行うために必要

な情報。また、受給者に支払う前

の高額障害福祉サービス費の取

消を行うために必要な情報。 

 

交換情報識別番号 G111 の備考 

・高額障害福祉サービス費の計算

を業務委託しない場合は、本情報

の提出は不要。 

 

交換情報識別番号 G131 の内容 

②国保連合会にて保有している

高額障害福祉サービス費の情報 

 

交換情報識別番号 G131 の備考 

・高額障害福祉サービス費の計算

を業務委託しない場合は、本情報

は作成できない。 

1 ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

交換情報識別番号 G111 の内容 

①国保連合会で行う高額障害福

祉サービス等給付費（施行令第四

十三条の五第一項）の高額計算

に必要な情報（市町村で支払った

特例介護給付費・特例訓練等給

付費、補装具費、高額障害福祉

サービス等給付費分のみの情報

（※１））。 

②高額障害福祉サービス等給付

費（施行令第四十三条の五第六

項）の高額計算に必要な情報（市

町村で支払った高額障害福祉サ

ービス等給付費（施行令第四十三

条 の 五 第 六 項 ） 分 の 情 報 （ ※

２））。 

③既に支払った高額障害福祉サ

ービス等給付費の修正を行うため

に必要な情報。また、受給者に支

払う前の高額障害福祉サービス

等給付費の取消を行うために必

要な情報。 

交換情報識別番号 G111 の備考 

・高額障害福祉サービス等給付費 

の計算を業務委託しない場合は、

本情報の提出は不要。 

 

交換情報識別番号 G131 の内容 

②国保連合会にて保有している

高額障害福祉サービス等給付費

の情報 

交換情報識別番号 G131 の備考 

・高額障害福祉サービス等給付費

の計算を業務委託しない場合は、

本情報は作成できない。 

1 

１２９ ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

（※）国保連合会で行う高額障害

福祉サービス費の高額計算に必

要な情報（市町村で支払った特例

介護給付費・特例訓練等給付費、

補装具費、高額障害福祉サービ

ス費分のみの給付実績情報）は、

次のケースを想定している。 

1 ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

（※１）国保連合会で行う高額障

害福祉サービス等給付費（施行令

第四十三条の五第一項）の高額

計算に必要な情報（市町村で支払

った特例介護給付費・特例訓練等

給付費、補装具費、高額障害福

祉サービス等給付費分のみの給

付実績情報）は、次のケースを想

定している。 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１３０ ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

④高額障害福祉サービス費給付

判定結果情報を提出していない

場合や新たに高額障害福祉サー

ビス費の計算を委託する場合で、

受給者の同一世帯内に高額障害

福祉サービス費の支給が発生し

ているケース 

1 ２９４ 

ページ番号 ２９４ 

④高額障害福祉サービス費給付

判定結果情報を提出していない

場合や新たに高額障害福祉サー

ビス等給付費（施行令第四十三条

の五第一項）の計算を委託する場

合で、受給者の同一世帯内に高

額障害福祉サービス等給付費（施

行令第四十三条の五第一項）の

支給が発生しているケース 

1 

１３１  

 

 ２９４－１ 

ページ番号 ２９４－１ 

（※２）国保連合会で行う高額障

害福祉サービス等給付費（施行令

第四十三条の五第六項）の高額

計算に必要な情報は次のケース

を想定している。 

①高額障害福祉サービス等給付

費給付判定結果情報（施行令第

四十三条の五第六項）を提出して

いない場合や新たに高額障害福

祉サービス等給付費（施行令第四

十三条の五第六項）の計算を委

託する場合で、過去の給付実績を

反映させたいケース 

を追加 

1 

１３２ ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

①障害福祉サービス費市町村保

有給付実績情報(G111)の場合 

No６の備考 

・過誤申立書情報を提出し再請求

を行った場合、高額障害福祉サー

ビス費についても再計算され、差

額分が支払われる。そのため、本

情報の提出は不要。 

 

・高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報を提出していない場

合や新たに高額障害福祉サービ

ス費の計算を委託する場合は、新

規で給付実績を提出することがで

きる。 

1 ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

①障害福祉サービス費市町村保

有給付実績情報(G111)の場合 

No６の備考 

・過誤申立書情報を提出し再請求

を行った場合、高額障害福祉サー

ビス等給付費についても再計算さ

れ、差額分が支払われる。そのた

め、本情報の提出は不要。 

 

・高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報、または高額障害福

祉サービス等給付費給付判定結

果情報（施行令第四十三条の五

第六項）を提出していない場合や

新たに高額障害福祉サービス等

給付費（施行令第四十三条の五

第一項）、または高額障害福祉サ

ービス等給付費（施行令第四十三

条の五第六項）の計算を委託する

場合は、新規で給付実績を提出

することができる。 

1 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数 

加える 

ページ 
改定後 枚数 

１３３ ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

③障害福祉サービス費国保連合

会保有給付実績情報(G131)の場

合 

No６の内容 

国保連合会にて保有している高

額障害福祉サービス費の情報。 

 

No６の備考 

・高額障害福祉サービス費支給処

理の支払データ等作成後に提供

することが可能。 

1 ２９５ 

ページ番号 ２９５ 

③障害福祉サービス費国保連合

会保有給付実績情報(G131)の場

合 

No６の内容 

国保連合会にて保有している高

額障害福祉サービス等給付費の

情報。 

No６の備考 

・高額障害福祉サービス等給付費

支給処理の支払データ等作成後

に提供することが可能。 

1 

１３４ ２９７ 

ページ番号 ２９７ 

(※）高額障害福祉サービス費給

付判定結果情報を提出していな

い場合や新たに高額障害福祉サ

ービス費の計算を委託する場合

は、給付実績情報作成区分コード

「1:新規」で給付実績を提出するこ

とができる。 

1 ２９７ 

ページ番号 ２９７ 

(※）高額障害福祉サービス費給

付判定結果情報を提出していな

い場合や新たに高額障害福祉サ

ービス等給付費（施行令第四十三

条の五第一項）の計算を委託する

場合は、給付実績情報作成区分

コード「1:新規」で給付実績を提出

することができる。  

また、高額障害福祉サービス等給

付費給付判定結果情報（施行令

第四十三条の五第六項）を提出し

ていない場合や新たに高額障害

福祉サービス等給付費（施行令第

四十三条の五第六項）の計算を

委託する場合は、給付実績情報

作成区分コード「1:新規」で給付実

績（施行令第四十三条の五第六

項）を提出することができる。 

1 

１３５ ２９８ 

ページ番号 ２９８ 

②高額費支給レコード 

・高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報及び新規に受付けた

市町村保有給付実績情報のコン

トロールレコードの処理対象年月

に該当する高額障害福祉サービ

ス費の給付実績情報を市町村に

提供する。 

1 ２９８ 

ページ番号 ２９８ 

②高額費支給レコード 

・高額障害福祉サービス費給付判

定結果情報及び新規に受付けた

市町村保有給付実績情報のコン

トロールレコードの処理対象年月

に該当する高額障害福祉サービ

ス等給付費（施行令第四十三条

の五第一項）の給付実績情報を

市町村に提供する。 

・高額障害福祉サービス等給付費

給付判定結果情報（施行令第四

十三条の五第六項）および新規に

受付けた市町村保有給付実績情

報のコントロールレコードの処理

対象年月に該当する高額障害福

祉サービス等給付費（施行令第四

十三条の五第六項）の給付実績

情報を市町村に提供する。 

1 

 


